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平成１２年４月 介護保険法施行
第１期

（平成１２年度～）

平成２６年改正（平成２７年４月等施行）

○地域医療介護総合確保基金の創設

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（在宅医療・介護連携、認知症施策の推進等）

○全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化

○低所得の第一号被保険者の保険料の軽減割合を拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担引上げ（平成27年８月） 等

○特別養護老人ホームの入所者を中重度者に重点化

平成２３年改正（平成２４年４月等施行）

○地域包括ケアの推進。２４時間対応の定期巡回・随時対応サービスや複合型サービスの創設。介護予防・日常生活支援総合
事業の創設。介護療養病床の廃止期限の猶予（公布日）

○医療的ケアの制度化。介護職員によるたんの吸引等。有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護

平成２０年改正（平成２１年５月施行）

○介護サービス事業者の法令遵守等の業務管理体制整備。休止・廃止の事前届出制。休止・廃止時のサービス確保の義務化等

平成１７年改正（平成１８年４月等施行）

○介護予防の重視（要支援者への給付を介護予防給付に。地域包括支援センターを創設、介護予防ケアマネジメントは地域包括
支援センターが実施。介護予防事業、包括的支援事業などの地域支援事業の実施）

○小規模多機能型居宅介護等の地域密着サービスの創設、介護サービス情報の公表、負担能力をきめ細かく反映した第１号保
険料の設定 など

平成２９年改正（平成３０年４月等施行）

○全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

○「日常的な医学管理」、「看取り・ターミナル」等の機能と「生活施設」としての機能を兼ね備えた、介護医療院の創設

○特に所得の高い層の利用者負担割合の見直し（２割→３割）、介護納付金への総報酬割の導入 など

第２期
（平成１５年度～）

第３期
（平成１８年度～）

第４期
（平成２１年度～）

第５期
（平成２４年度～）

第６期
（平成２７年度～）

第７期
（平成３０年度～）

第８期
（令和３年度～）

令和２年改正（令和３年４月施行）

○地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援

○医療・介護のデータ基盤の整備の推進

介護保険制度の主な改正の経緯
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための
健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第31号）の概要

１．こども・子育て支援の拡充【健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等】

① 出産育児一時金の支給額を引き上げる（※）とともに、支給費用の一部を現役世代だけでなく後期高齢者医療制度も支援する仕組みとする。
（※）42万円→50万円に令和５年４月から引き上げ（政令）、出産費用の見える化を行う。

② 産前産後期間における国民健康保険料（税）を免除し、その免除相当額を国・都道府県・市町村で負担することとする。

２．高齢者医療を全世代で公平に支え合うための高齢者医療制度の見直し【健保法、高確法】

① 後期高齢者の医療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の設定方法について、「後期高齢者一人当たりの保険料」と「現役世代
一人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直す。

② 前期高齢者の医療給付費を保険者間で調整する仕組みにおいて、被用者保険者においては報酬水準に応じて調整する仕組みの導入等を行う。
健保連が行う財政が厳しい健保組合への交付金事業に対する財政支援の導入、被用者保険者の後期高齢者支援金等の負担が大きくなる場合の財政支援の拡充を行う。

３．医療保険制度の基盤強化等【健保法、船保法、国保法、高確法等】

① 都道府県医療費適正化計画について、計画に記載すべき事項を充実させるとともに、都道府県ごとに保険者協議会を必置として計画の策定・評価に関与する仕組み
を導入する。また、医療費適正化に向けた都道府県の役割及び責務の明確化等を行う。計画の目標設定に際しては、医療・介護サービスを効果的・効率的に組み合わ
せた提供や、かかりつけ医機能の確保の重要性に留意することとする。

② 都道府県が策定する国民健康保険運営方針の運営期間を法定化（６年）し、医療費適正化や国保事務の標準化・広域化の推進に関する事項等を必須記載とする。
③ 経過措置として存続する退職被保険者の医療給付費等を被用者保険者間で調整する仕組みについて、対象者の減少や保険者等の負担を踏まえて廃止する。

４．医療・介護の連携機能及び提供体制等の基盤強化【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、医療法、介護保険法、高確法等】

① かかりつけ医機能について、国民への情報提供の強化や、かかりつけ医機能の報告に基づく地域での協議の仕組みを構築し、協議を踏まえて医療・介護の各種計画に反映する。
② 医療・介護サービスの質の向上を図るため、医療保険者と介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を一体的に実施することとし、

介護保険者が行う当該事業を地域支援事業として位置付ける。 
③ 医療法人や介護サービス事業者に経営情報の報告義務を課した上で当該情報に係るデータベースを整備する。
④ 地域医療連携推進法人制度について一定の要件のもと個人立の病院等や介護事業所等が参加できる仕組みを導入する。
⑤ 出資持分の定めのある医療法人が出資持分の定めのない医療法人に移行する際の計画の認定制度について、期限の延長(令和５年９月末→令和８年12月末)等を行う。

等

令和６年４月１日（ただし、３①の一部及び４⑤は公布日、４③の一部は令和５年８月１日、１②は令和６年１月１日、 ３①の一部及び４①は令和７年４月１日、
４③の一部は公布後３年以内に政令で定める日、４②は公布後４年以内に政令で定める日）

施行期日

改正の概要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、出産育児一時金に係る後期高齢者医療制度からの支援金の導入、後期高齢者医療制度における後期高齢
者負担率の見直し、前期財政調整制度における報酬調整の導入、医療費適正化計画の実効性の確保のための見直し、かかりつけ医機能が発揮される制度整備、介護
保険者による介護情報の収集・提供等に係る事業の創設等の措置を講ずる。

改正の趣旨
令和５年５月12日成立、５月19日公布
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全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
における介護保険関係の主な改正事項

Ⅰ．介護情報基盤の整備

○ 介護保険者が被保険者等に係る医療・介護情報の収集・提供等を行う事業を医療保険者と一体的に実施
➢ 被保険者、介護事業者その他の関係者が当該被保険者に係る介護情報等を共有・活用することを促進する事業を介護保険者である市町

村の地域支援事業として位置付け

➢ 市町村は、当該事業について、医療保険者等と共同して国保連・支払基金に委託できることとする

※共有する情報の具体的な範囲や共有先については検討中。

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化

○ 介護サービス事業所等の詳細な財務状況等を把握して政策立案に活用するため、事業者の事務負担にも配慮しつつ、
財務状況を分析できる体制を整備
➢ 各事業所・施設に対して詳細な財務状況（損益計算書等の情報）の報告を義務付け 

※職種別の給与（給料・賞与）は任意事項。

➢ 国が、当該情報を収集・整理し、分析した情報を公表

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務

○ 介護現場における生産性の向上に関して、都道府県を中心に一層取組を推進
➢ 都道府県に対し、介護サービス事業所・施設の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努める旨の規定を新設 など

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化

○ 看多機について、サービス内容の明確化等を通じて、更なる普及を進める
➢ 看多機のサービス内容について、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助）

が含まれる旨を明確化 など

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等

○ 地域の拠点である地域包括支援センターが地域住民への支援をより適切に行うための体制を整備
➢ 要支援者に行う介護予防支援について、居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も市町村からの指定を受けて実施可能とする など 4
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改定時期 改定にあたっての主な視点 改定率

平成１５年度改定
○ 自立支援の観点に立った居宅介護支援（ケアマネジメント）の確立
○ 自立支援を指向する在宅サービスの評価 ○ 施設サービスの質の向上と適正化 ▲２．３％

平成１７年１０月改定
○ 居住費（滞在費）に関連する介護報酬の見直し ○ 食費に関連する介護報酬の見直し
○ 居住費（滞在費）及び食費に関連する運営基準等の見直し

平成１８年度改定
○ 中重度者への支援強化 ○ 介護予防、リハビリテーションの推進
○ 地域包括ケア、認知症ケアの確立  ○ サービスの質の向上
○ 医療と介護の機能分担・連携の明確化

▲０．５％［▲２．４％］
※［ ］は平成１７年１０月改定分を含む。

平成２１年度改定 ○ 介護従事者の人材確保・処遇改善 ○ 医療との連携や認知症ケアの充実
○ 効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証 ３．０％

平成２４年度改定
○ 在宅サービスの充実と施設の重点化 ○ 自立支援型サービスの強化と重点化
○ 医療と介護の連携・機能分担
○ 介護人材の確保とサービスの質の評価(交付金を報酬に組み込む）

１．２％

平成２６年度改定 ○ 消費税の引き上げ（８％）への対応
・ 基本単位数等の引上げ ・ 区分支給限度基準額の引上げ ０．６３％

平成２７年度改定
○ 中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化
○ 介護人材確保対策の推進（1.2万円相当）
○ サービス評価の適正化と効率的なサービス提供体制の構築

▲２．２７％

平成２９年度改定 ○ 介護人材の処遇改善（１万円相当） １．１４％

平成３０年度改定

○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
○ 多様な人材の確保と生産性の向上
○ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

０．５４％

令和元年10月改定
○ 介護人材の処遇改善
○ 消費税の引上げ（10％）への対応
・基本単位数等の引上げ・区分支給限度基準額や補足給付に係る基準費用額の引上げ

２．１３％
処遇改善 1.67％ 消費税対応 0.39％
補足給付  0.06％

令和３年度改定
○ 感染症や災害への対応力強化 ○ 地域包括ケアシステムの推進
○ 自立支援・重度化防止の取組の推進   ○ 介護人材の確保・介護現場の革新
○ 制度の安定性・持続可能性の確保

介護職員の人材確保・処遇改善にも配慮しつつ、物
価動向による物件費への影響など介護事業者の経
営を巡る状況等を踏まえ、

０．７０％
※うち、新型コロナウイルス感染症に対応するための

特例的な評価 ０．０５％（令和３年９月末まで）

令和４年10月改定 ○ 介護人材の処遇改善（９千円相当） １．１３％

令和６年度改定
○地域包括ケアシステムの深化・推進 ○自立支援・重度化防止に向けた対応
○良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
○制度の安定性・持続可能性の確保

１．５９％
〔介護職員の処遇改善 0.98％
その他 0.61％〕

介護報酬改定の改定率について
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◼ 人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対
応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基
本的な視点として、介護報酬改定を実施。

１．地域包括ケアシステムの深化・推進

４．制度の安定性・持続可能性の確保

◼ 認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよ
う、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進

令和６年度介護報酬改定の概要

５．その他

• 質の高い公正中立なケアマネジメント

• 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組

• 医療と介護の連携の推進

➢ 在宅における医療ニーズへの対応強化

➢ 高齢者施設等における医療ニーズへの対応強化

➢ 高齢者施設等と医療機関の連携強化

• 評価の適正化・重点化

• 報酬の整理・簡素化

◼ 介護保険制度の安定性・持続可能性を高め、全ての世代にとって

安心できる制度を構築

• 看取りへの対応強化

• 感染症や災害への対応力向上

• 高齢者虐待防止の推進

• 認知症の対応力向上

• 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

• リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

• 自立支援・重度化防止に係る取組の推進

• LIFEを活用した質の高い介護

◼ 高齢者の自立支援・重度化防止という制度の趣旨に沿い、多職種

連携やデータの活用等を推進

◼ 介護人材不足の中で、更なる介護サービスの質の向上を図るため、

処遇改善や生産性向上による職場環境の改善に向けた先進的な取

組を推進

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

• 「書面掲示」規制の見直し

• 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

• 基準費用額（居住費）の見直し

• 地域区分

• 介護職員の処遇改善

• 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり

• 効率的なサービス提供の推進

➢ 在宅における医療・介護の連携強化
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2.令和6年度介護報酬改定
3.居宅介護支援関係
4.在宅サービス関係



Ⅲ 今後の課題
【地域包括ケアシステムの推進】

（居宅介護支援）
○ 居宅介護支援について、質の向上や業務効率化等を図る観点から、適切なケアマネジメント手法（※）等を図る方

策を検討するとともに、より適切なケアマネジメント手法の実効性が担保されるような方策について、検討していく
べきである。
（※）疾患別の適切なケアマネジメント手法に限られない。

○ 今回の介護報酬改定で一定のICT 活用又は事務職員の配置を図っている事業所について、逓減制の見直しを行うこ
ととしたが、当該措置により、ケアマネジメントの質が確保されていること等に関する効果検証を行うとともに、ケ
アマネジメントの公正中立性の確保を図る取組についても効果検証を行い、必要に応じて対応を検討すべきである。

○ 令和３年度介護報酬改定に関する審議報告（令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会） 抜粋
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居宅介護支援・介護予防支援に関連する各種意見①

５ 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
（39）介護保険法（平９法 123）
（ⅰ）地域包括支援センター（115 条の 46 第１項）の業務については、引き続き実態の把握に努めつつ、社会保障審

議会での議論も踏まえ、指定介護予防支援事業者の指定（115 条の 22 第１項）の対象の在り方や当該センターの
業務負担を軽減する方策について検討し、令和４年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○ 令和４年の地方からの提案等に関する対応方針（令和４年12月20日閣議決定） 抜粋

社会保障審議会
介護給付費分科会（第220回） 資料６

より
令和５年７月24日



Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
１．生活を支える介護サービス等の基盤の整備

（ケアマネジメントの質の向上）
○ ケアマネジメントに求められる役割、ＩＣＴやデータの利活用に係る環境変化、意思決定支援等の重要性の増加等

を踏まえ、ケアマネジメントの質の向上及び人材確保の観点から、第９期介護保険事業計画期間を通じて、包括的な
方策を検討する必要がある。

○ その際には、法定研修のカリキュラムの見直しを見据えた適切なケアマネジメント手法の更なる普及・定着を図る
とともに、オンライン化の推進や受講費用の負担軽減を含め、研修を受講しやすい環境を整備していくことが重要で
ある。さらに、法定外研修やＯＪＴ等によるケアマネジャーの専門性の向上を図ることが重要であり、国としても周
知を図っていく必要がある。加えて、各都道府県における主任ケアマネジャー研修の受講要件等の設定状況を踏まえ、
質の高い主任ケアマネジャー養成を推進するための環境整備を行うことが必要である。

また、介護サービス全体として、科学的介護が推進されているところ、ケアマネジメントについてもケアプラン情
報の利活用を通じて質の向上を図っていくことが重要である。

○ ＩＣＴの活用状況などを踏まえて更なる業務効率化に向けた検討を進めていくことが重要である。ケアプランの作
成におけるＡＩの活用についても、実用化に向けて引き続き研究を進めることが必要である。

○ 公正中立性の確保も含めケアマネジメントの質を向上させていくためには、ケアマネジャーが十分に力を発揮でき
る環境を整備していくことが重要であり、上記の業務効率化等の取組も含め、働く環境の改善等を進めていくことが
重要である。

○ また、現在、マイナンバー制度を活用した「国家資格等情報連携・活用システム（仮称）」の構築について検討が
行われているところであり、ケアマネジャーに関する資格管理手続の簡素化等に向けて、こうしたシステムが活用で
きるような環境整備が必要である。

２．様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現
（地域包括支援センターの体制整備等）
○ こうした地域包括支援センターの業務負担軽減を進めるに当たり、保険給付として行う介護予防支援について、地

域包括支援センターが地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設であるこ
とを踏まえ、介護予防支援の実施状況の把握を含め、地域包括支援センターの一定の関与を担保した上で、居宅介護
支援事業所に介護予防支援の指定対象を拡大することが適当である。

○ 介護保険制度の見直しに関する意見（令和４年12月20日社会保障審議会介護保険部会）抜粋
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居宅介護支援・介護予防支援に関連する各種意見②
社会保障審議会

介護給付費分科会（第220回） 資料６
より

令和５年７月24日



法改正・報酬改定以外のケアマネジメント関連事項
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法改正・報酬改定以外のケアマネジメント関連事項
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報 酬 改 定



○ 居宅介護支援 基本報酬

① １(１)①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し

② １(１)②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取

扱い（予防のみ）

③ １(１)③他のサービス事業所との連携によるモニタリング★

④ １(３)⑩入院時情報連携加算の見直し

⑤ １(３)⑪通院時情報連携加算の見直し

⑥ １(４)⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

⑦ １(５)④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★

⑧ １(６)①高齢者虐待防止の推進★

⑨ １(６)②身体的拘束等の適正化の推進★

⑩ ２(１)⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

⑪ ３(２)①テレワークの取扱い★

⑫ ３(３)⑭公正中立性の確保のための取組の見直し

⑬ ３(３)⑮介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

６．居宅介護支援①

改定事項
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⑭ ３(３)⑯介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

⑮ ４(１)⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

⑯ ５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者

へのサービス提供加算の対象地域の明確化★

⑰ ５③特別地域加算の対象地域の見直し★

６．居宅介護支援②

改定事項
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居宅介護支援・介護予防支援 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１月あたり

居宅介護支援費（Ⅰ）
・居宅介護支援費（Ⅱ）を算定していない事業所

○居宅介護支援（ⅰ）

  ＜現行＞        ＜改定後＞
ａ 要介護１又は２   1,076単位 1,086単位
ｂ 要介護３、４又は５  1,398単位 1,411単位

○居宅介護支援（ⅱ）

ａ 要介護１又は２      539単位 544単位
ｂ 要介護３、４又は５      698単位 704単位

○居宅介護支援（ⅲ）

ａ 要介護１又は２  323単位 326単位
ｂ 要介護３、４又は５  418単位 422単位

居宅介護支援費（Ⅱ）
・指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画に
係るデータを電子的に送受信するためのシステムの活用及
び事務職員の配置を行っている事業所

○居宅介護支援（ⅰ）

  ＜現行＞ ＜改定後＞
ａ 要介護１又は２ 1,076単位 1,086単位
ｂ 要介護３、４又は５ 1,398単位 1,411単位

○居宅介護支援（ⅱ）

ａ 要介護１又は２      522単位 527単位
ｂ 要介護３、４又は５   677単位 683単位

○居宅介護支援（ⅲ）

ａ 要介護１又は２    313単位 316単位
ｂ 要介護３、４又は５    406単位 410単位

介護予防支援費    ＜現行＞ ＜改定後＞
地域包括支援センターが行う場合             438単位    442単位
指定居宅介護支援事業所が行う場合 新規 472単位
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１．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他
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1.（１）① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し①

概要

○ 居宅介護支援における特定事業所加算の算定要件について以下の見直しを行う。【告示改正】
ア 多様化・複雑化する課題に対応するための取組を促進する観点から、「ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、
難病患者等、他制度に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」を要件とするとともに、
評価の充実を行う。

イ （主任）介護支援専門員の専任要件について、居宅介護支援事業者が介護予防支援の提供や地域包括支援セン
ターの委託を受けて総合相談支援事業を行う場合は、これらの事業との兼務が可能である旨を明確化する。

ウ 事業所における毎月の確認作業等の手間を軽減する観点から、運営基準減算に係る要件を削除する。
エ 介護支援専門員が取り扱う１人当たりの利用者数について、居宅介護支援費の見直しを踏まえた対応を行う。

単位数

＜現行＞     ＜改定後＞
特定事業所加算（Ⅰ） 505単位/月   特定事業所加算（Ⅰ） 519単位/月（変更）
特定事業所加算（Ⅱ） 407単位/月          特定事業所加算（Ⅱ） 421単位/月（変更）
特定事業所加算（Ⅲ） 309単位/月   特定事業所加算（Ⅲ） 323単位/月（変更）
特定事業所加算（Ａ） 100単位/月   特定事業所加算（Ａ） 114単位/月（変更）

【居宅介護支援】
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1.（１）① 居宅介護支援における特定事業所加算の見直し②

算定要件等

算定要件
（Ⅰ） （Ⅱ） （Ⅲ） （A）

519単位 421単位 323単位 114単位

（１）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある他の事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

２名以上 １名以上 １名以上 １名以上

（２）専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員を配置していること。
※利用者に対する指定居宅介護支援の提供に支障がない場合は、当該指定居宅介護支援事業所の他の職
務と兼務をし、又は同一敷地内にある指定介護予防支援事業所の職務と兼務をしても差し支えない。

３名以上 ３名以上 ２名以上
常勤・非常勤
各１名以上

（３）利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期
的に開催すること

○

（４）24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること ○
○

連携でも可

（５）算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護３、要介護４又は要介護５であ
る者の占める割合が100分の40以上であること

○ ×

（６）当該指定居宅介護支援事業所における介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。 ○
○

連携でも可

（７）地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例
に係る者に指定居宅介護支援を提供していること

○

（８）家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外
の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること

○

（９）居宅介護支援費に係る運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと ○

（10）指定居宅介護支援事業所において指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が当該指定居宅介護支
援事業所の介護支援専門員１人当たり45名未満（居宅介護支援費（Ⅱ）を算定している場合は50名未
満）であること

○

（11）介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は
協力体制を確保していること（平成28年度の介護支援専門員実務研修受講試験の合格発表の日から適
用）

○
○

連携でも可

（12）他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること ○
○

連携でも可

（13）必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（インフォーマルサービスを含む）が
包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること

○
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1.(1)② 居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い①

概要

○ 令和６年４月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて介護予防支援を実施できるようになることか
ら、以下の見直しを行う。
ア 市町村長に対し、介護予防サービス計画の実施状況等に関して情報提供することを運営基準上義務付けること
に伴う手間やコストについて評価する新たな区分を設ける。【省令改正】【告示改正】

イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。【省令改正】
ⅰ 居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられるよう、居宅介護支援事業者が指定
を受ける場合の人員の配置については、介護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。

ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の職務に従事する場合（指定居宅
介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理
に支障がないときに限る。）には兼務を可能とする。

ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算及び中山間地域等に居住する
者へのサービス提供加算の対象とする。【告示改正】

【介護予防支援】

単位数・算定要件等

＜現行＞ ＜改定後＞

介護予防支援費 438単位  介護予防支援費（Ⅰ） 442単位 (+4)  ※地域包括支援センターのみ

なし 介護予防支援費（Ⅱ） 472単位 (+34)（新設）※指定居宅介護支援事業者のみ

なし 特別地域介護予防支援加算 所定単位数の15％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在

なし 中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

なし 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５％を加算（新設）
※ 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、指定介護予防支援を行った場合

介護予防支援費

（Ⅱ）のみ
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居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い②

指定

指定介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）

委託も可

指定居宅介護支援事業者

【報酬】
●介護予防支援費
●初回加算
●委託連携加算

【人員基準】
●必要な数の担当職員
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士 等

●管理者

＜現行＞

指定

指定介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）

委託も可

指定居宅介護支援事業者

指定介護予防支援事業者

（指定居宅介護支援事業者）

指定

【報酬】
●介護予防支援費（Ⅱ）
●初回加算
●特別地域介護予防支援加算
●中山間地域等における小規模
事業所加算

●中山間地域等に居住する者への
サービス提供加算

【人員基準】
●必要な数の介護支援専門員
●管理者は主任介護支援専門員
（居宅介護支援と兼務可）

情報提供

＜改定後＞
【新設】

【報酬】
●介護予防支援費（Ⅰ）
●初回加算
●委託連携加算

【人員基準】
●必要な数の担当職員
・保健師
・介護支援専門員
・社会福祉士 等

●管理者
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「介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等 の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援 等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 に関する
基準の一部を改正する省令」の公布について
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1.（１）③ 他のサービス事業所との連携によるモニタリング

概要

○ 人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以
下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
【省令改正】
ア 利用者の同意を得ること。
イ サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサポートがある場合も含む）。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携に
より情報を収集すること。

ウ 少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居宅を訪問すること。

【居宅介護支援、介護予防支援】

利用者の同意
サービス担当者会議等

での合意

• 利用者の状態が安定している
• 利用者がテレビ電話装置等を

介して意思疎通ができる
• 他のサービス事業者との連携

により情報を収集する

サービス事業者と

連携して情報収集

テレビ電話装置等

を活用した面談

オンラインでの

モニタリングが可能 31
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1.（３）⑩ 入院時情報連携加算の見直し

概要

○ 入院時情報連携加算について、入院時の迅速な情報連携をさらに促進する観点から、現行入院後３日以内又は入
院後７日以内に病院等の職員に対して利用者の情報を提供した場合に評価しているところ、入院当日中又は入院後
３日以内に情報提供した場合に評価するよう見直しを行う。その際、事業所の休業日等に配慮した要件設定を行う。
【告示改正】

【居宅介護支援】

単位数・算定要件等 ※（Ⅰ）（Ⅱ）いずれかを算定

＜現行＞

入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位/月

利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必

要な情報を提供していること。

＜改定後＞

入院時情報連携加算（Ⅰ） 250単位/月（変更）

利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、当該病院

又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提

供していること。

※ 入院日以前の情報提供を含む。

※ 営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した 

場合は、入院日の翌日を含む。

＜現行＞

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位/月

利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日

以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者

に係る必要な情報を提供していること。

＜改定後＞

入院時情報連携加算（Ⅱ） 200単位/月（変更）

利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、

当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な

情報を提供していること。

 ※ 営業時間終了後に入院した場合であって、入院
日から起算して３日目が営業日でない場合は、そ
の翌日を含む。
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 引用：「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月15 日）」の送付について．介護保険最新情報Ｖｏｌ．１２２５



1.（１）⑪ 通院時情報連携加算の見直し

概要

○ 通院時情報連携加算について、利用者の口腔衛生の状況等を適切に把握し、医療と介護の連携を強化した上でケ
アマネジメントの質の向上を図る観点から、医師の診察を受ける際の介護支援専門員の同席に加え、利用者が歯科
医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合を同加算の対象とする見直しを行う。【告示改正】

算定要件等

○ 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯
科医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医
師又は歯科医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、
利用者１人につき１月に１回を限度として所定単位数を加算する。

【居宅介護支援】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
通院時情報連携加算 50単位 変更なし
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1.（４）⑥ ターミナルケアマネジメント加算等の見直し

概要

○ ターミナルケアマネジメント加算について、自宅で最期を迎えたいと考えている利用者の意向を尊重する観点か
ら、人生の最終段階における利用者の意向を適切に把握することを要件とした上で、当該加算の対象となる疾患を
末期の悪性腫瘍に限定しないこととし、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがないと
診断した者を対象とする見直しを行う。併せて、特定事業所医療介護連携加算におけるターミナルケアマネジメン
ト加算の算定回数の要件についても見直しを行う。【告示改正】

算定要件等

○ターミナルケアマネジメント加算

○特定事業所医療介護連携加算

【居宅介護支援】

＜現行＞

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に

限る。）に対して、その死亡日及び死亡日前14日以

内に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得

て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身

の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計

画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

＜改定後＞

在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療や
ケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向
を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内
に２日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、
当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状
況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に
位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合

＜現行＞

前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

てターミナルケアマネジメント加算を５回以上算定

していること。

＜改定後＞

前々年度の３月から前年度の２月までの間におい

てターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定

していること。
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【訪問入浴介護】

１.（４）② 訪問入浴介護における看取り対応体制の評価

概要

○ 訪問入浴介護における看取り期の利用者へのサービス提供について、その対応や医師・訪問看護師等の多職種
との連携体制を推進する観点から、事業所の看取り対応体制の整備を評価する新たな加算を設ける。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り連携体制加算 64単位/回（新設）

 ※死亡日及び死亡日以前30日以下に限る。

算定要件等

○ 利用者基準
イ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
ロ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護
記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けてい
る者（その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であること。

○ 事業所基準
イ 病院、診療所又は訪問看護ステーション（以下「訪問看護ステーション等」という。）との連携により、利用
者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪
問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること。

ロ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を
説明し、同意を得ていること。

ハ 看取りに関する職員研修を行っていること。
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１.（４）⑤ 短期入所生活介護における看取り対応体制の強化

概要

○ 短期入所生活介護について、看取り期の利用者に対するサービス提供体制の強化を図る観点から、レスパイト機
能を果たしつつ、看護職員の体制確保や対応方針を定め、看取り期の利用者に対してサービス提供を行った場合に
評価する新たな加算を設ける 。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 看取り連携体制加算 64単位/日（新設）

  ※死亡日及び死亡日以前30日以下について、７日を限度

【短期入所生活介護】

算定要件等

○ 次のいずれかに該当すること。（新設）
（１）看護体制加算（Ⅱ）又は（Ⅳ）イ若しくはロを算定していること。
（２）看護体制加算（Ⅰ）又は（Ⅲ）イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員

により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により、24時間連
絡できる体制を確保していること。

〇 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容
を説明し、同意を得ていること。
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１.（４）③ 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

概要

○ ターミナルケア加算について、介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミ
ナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
ターミナルケア加算  2,000単位/死亡月 ターミナルケア加算  2,500単位/死亡月（変更）

【訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 変更なし
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１.（４）④ 情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価

概要

○ 離島等に居住する利用者の死亡診断について、診療報酬における対応との整合性を図る観点から、ターミナルケ
ア加算を算定し、看護師が情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の評価を新たに設ける。
【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 遠隔死亡診断補助加算 150単位/回（新設）

【訪問看護、看護小規模多機能型居宅介護】

算定要件等

○ 情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001の注
８（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ001―２ の注６の規定により準用する場合（指定特定施設入居者生活介護事
業者の指定を受けている有料老人ホームその他これに準ずる施設が算定する場合を除く。）を含む。）に規定する
死亡診断加算を算定する利用者（別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。）について、その主治
医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、
所定単位数に加算する。（新設）

【参考】Ｃ001 在宅患者訪問診療料（I)
注８ 死亡診断加算 200点

以下の要件を満たしている場合であって、「情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成29 年９月厚生労働省）」に基づき、ICTを利用した看護師との連携による死亡診断を
行う場合には、往診又は訪問診療の際に死亡診断を行っていない場合でも、死亡診断加算のみを算定可能。
ア 当該患者に対して定期的・計画的な訪問診療を行っていたこと。
イ 正当な理由のために、医師が直接対面での死亡診断等を行うまでに12 時間以上を要することが見込まれる状況であること。
ウ 特掲診療料の施設基準等の第四の四の三の三に規定する地域に居住している患者であって、連携する他の保険医療機関において区分番号「Ｃ005」在宅患者訪問看護・指導料の在宅ターミナ

ルケア加算若しくは「Ｃ005－１－２」同一建物居住者訪問看護・指導料又は連携する訪問看護ステーションにおいて訪問看護ターミナルケア療養費を算定していること。



＜現行＞ ＜改定後＞
死亡日45日前～31日前 80単位/日 死亡日45日前～31日前                    72単位/日（変更）
死亡日30日前～4日前 160単位/日 変更なし
死亡日前々日、前日 820単位/日 死亡日前々日、前日 910単位/日（変更）
死亡日 1,650単位/日 死亡日                                                                1,900単位/日（変更）

１. （４）⑦ 介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し

概要

○ 介護老人保健施設における看取りへの対応を充実する観点や在宅復帰・在宅療養支援を行う施設における看取り
への対応を適切に評価する観点から、ターミナルケア加算について、死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を
見直し、死亡日の前日及び前々日並びに死亡日の区分への重点化を図る。【告示改正】

単位数

【介護老人保健施設】

算定要件等

○ 以下のいずれにも適合している入所者であること。（現行通り）
１ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
２ 入所者又はその家族等の同意を得て、入所者のターミナルケアに係る計画が作成されていること（※）。
３ 医師、看護師、介護職員、支援相談員、管理栄養士等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等応じ随時、
本人又はその家族への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われていること。
※１ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
※２ 計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

80単位/日→72単位/日

死亡日死亡日
以前4日

死亡日
以前30日

160単位/日

死亡日
以前45日

910単位/日
↑

820単位/日

1,900単位/日
↑

1,650単位/日
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１. （４）⑧ 介護医療院における看取りへの対応の充実

概要

○ 本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を更に充実させる観点から、介護医療院の基本報酬の算定
要件及び施設サービス計画の作成において、本人の意思を尊重した上で、原則入所者全員に対して「人生の最終段
階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組を行うことを求めることとする。
【告示改正】【通知改正】 

【介護医療院】

算定要件等

＜現行＞
六十八 介護医療院サービスの施設基準 
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの

施設基準 
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ

スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 
ａ～ｈ （略）
ｉ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず
れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。 
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込
みがないと診断した者であること。 

ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ
ナルケアに係る計画が作成されていること。 

ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者
等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。 

ⅳ ii及びiiiについて、入所者本人及びその家族等と話し合いを行い、
入所者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上、対応
していること。 

＜改定後＞
六十八 介護医療院サービスの施設基準 
イ Ⅰ型介護医療院サービス費を算定すべき介護医療院サービスの施設基準 
⑴ Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）を算定すべき介護医療院サービスの施

設基準 
㈠ 併設型小規模介護医療院以外の介護医療院が行う介護医療院サービ

スの場合にあっては、次に掲げる規定のいずれにも適合していること。 
ａ～ｈ （略） 
ⅰ 算定日が属する月の前三月間における入所者等のうち、次のいず
れにも適合する者の占める割合が百分の十以上であること。 
ⅰ 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込
みがないと診断した者であること。 

ⅱ 入所者等又はその家族等の同意を得て、当該入所者等のターミ
ナルケアに係る計画が作成されていること。 

ⅲ 医師、看護職員、介護職員、管理栄養士等が共同して、入所者
等の状態又は家族等の求め等に応じ随時、入所者等又はその家族
等への説明を行い、同意を得てターミナルケアが行われているこ
と。 

（削る）

ｊ 施設サービスの計画の作成や提供にあたり、入所者の意思を尊重
した医療及びケアが実施できるよう、入所者本人の意思決定を基本
に、他の関係者との連携の上対応していること。

厚生労働大臣が定める施設基準※Ⅰ型介護医療院サービス費（Ⅰ）の場合



（参考） １.（８）② モニタリング実施時期の明確化

概要

○ 福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事
項にモニタリングの実施時期を追加する。【省令改正】

基準

【福祉用具貸与★】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状

況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用
具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作
成しなければならない。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状

況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用
具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的な
サービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把
握（モニタリング）を行う時期等を記載した福祉用
具貸与計画を作成しなければならない。
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１.（８）③ モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付

概要

○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニ
タリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務付ける。【省令改正】

基準

【福祉用具貸与】

＜現行＞
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作

成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握を
行い、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更
を行うものとする。

＜改定後＞
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、

当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握（モニタリン
グ）を行うものとする。

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結
果を記録し、当該記録をサービスの提供に
係る居宅サービス計画を作成した指定居宅
介護支援事業者に報告しなければならない。

福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、
必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものと
する。

   ※ 介護予防福祉用具貸与に同趣旨の規定あり
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１.（８）① 一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入

概要

○ 利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用
者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。具体的には、要介護度に関
係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高
い、固定用スロープ、歩行器（歩行車を除く）、単点杖（松葉づえを除く）及び多点杖を対象とする。【告示改正】

○ 福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対
応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員（※）が、福祉用具貸与又
は特定福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリット
を含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門
職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。【省令改正、通知改正】
※ 介護支援専門員については、居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準の解釈通知を改正。

イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後６月
以内に少なくとも１回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。【省令改正】

ウ 特定福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、特定福祉用
具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に
応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等
（メンテナンス）を行うよう努めることとする。【省令改正】

【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

＜貸与後＞
・ 利用開始後少なくとも６月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継
続の必要性を検討

＜販売後＞
・ 特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・ 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要
な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める

・ 商品不具合時の連絡先を情報提供

〇 選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は
介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。

・ 貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・ 利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・ 医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案

【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】 【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】

※ 福祉用具専門相談員が実施
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１.（８）④ 福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応

概要

○ 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまとめられた対応の方向性を踏まえ、
福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインター
ネット公表、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見
直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う。

【福祉用具貸与★、特定福祉用具販売★】

算定要件等

○ 介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において、福祉用具の適時・適切な利用、利用者
の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、福祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具貸与・販売に関
する諸課題について検討を行い、対応の方向性が取りまとめられた。これを踏まえ、必要な対応を行う。

＜介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会取りまとめ（概要）＞
○ 安全な利用の促進

・ 福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」及び「利用安全の手引き」の活用促進
・ 福祉用具の事故及びヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表 等

○ サービスの質の向上
・   福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・ 現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会及びPDCAの適切な実践に関する周知徹底 等

○ 給付の適正化
・ 「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し（新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種や自治体

職員等の幅広い関係者で共有できる内容とする観点からの見直し）
・ 自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成 等
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1.（５）④ 業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 (全サービス）

概要

○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務
継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策
定の場合、基本報酬を減算する。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし  業務継続計画未実施減算

 施設・居住系サービス 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算（新設）
 その他のサービス 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

算定要件等

○ 以下の基準に適合していない場合（新設）
・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時
の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※ 令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っ

ている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和７年３月31日までの間、
減算を適用しない。

○ １年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し
支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表
システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。また、
県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所につ
いても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、
各サービス毎に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、その他サービスは、所
定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の減算となる。
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概要

○ 利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理指導及
び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再
発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、
基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を
踏まえ、３年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

〇 施設におけるストレス対策を含む高齢者虐待防止に向けた取組例を収集し、周知を図るほか、国の補助により都
道府県が実施している事業において、ハラスメント等のストレス対策に関する研修を実施できることや、同事業に
よる相談窓口について、高齢者本人とその家族だけでなく介護職員等も利用できることを明確化するなど、高齢者
虐待防止に向けた施策の充実を図る。

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞
なし 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算（新設）

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く）】

1.（６）① 高齢者虐待防止の推進① （全サービス）

算定要件等

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合（新設）
・ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催するとともに、そ
の結果について、従業者に周知徹底を図ること。

・ 虐待の防止のための指針を整備すること。
・ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※ 平成18年度に施設・居住系サービスに身体拘束廃止未実施減算を導入した際は、５単位/日減算であったが、各サービス毎
に基本サービス費や算定方式が異なることを踏まえ、定率で設定。なお、所定単位数から平均して７単位程度/（日・回）の
減算となる。
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高齢者虐待防止の推進②

算定要件等

○ 全ての施設・事業所で虐待防止措置が適切に行われるよう、令和６年度中に小規模事業所等における取組事例を
周知するほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に虐待防止に関する取組状況を追加する。また、
指定権者に対して、集団指導等の機会等にて虐待防止措置の実施状況を把握し、未実施又は集団指導等に不参加の
事業者に対する集中的な指導を行うなど、高齢者虐待防止に向けた取組の強化を求めるとともに、都道府県別の体
制整備の状況を周知し、更なる取組を促す。
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概要

○ 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、以下の見直しを行う。

ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置（委員会の開催等、
指針の整備、研修の定期的な実施）を義務付ける。【省令改正】また、身体的拘束等の適正化のための措置が講
じられていない場合は、基本報酬を減算する。その際、１年間の経過措置期間を設けることとする。【告示改正】

イ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援について、利用者又は
他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと
とし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理
由を記録することを義務付ける。【省令改正】

【ア：短期入所系サービス★、多機能系サービス★、イ：訪問系サービス★、通所系サービス★、福祉用具貸与★、
特定福祉用具販売★、居宅介護支援★】

1.（６）② 身体的拘束等の適正化の推進①

基準

○ 短期入所系サービス及び多機能系サービスの運営基準に以下の措置を講じなければならない旨を規定する。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、
介護職員その他従業者に周知徹底を図ること。

・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

○ 訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援の運営基準に以下を規定
する。
・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行って
はならないこと。

・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由
を記録しなければならないこと。 
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 １．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい
職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他
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２.（１）⑫ ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化

概要

○ 退院後早期に介護保険のリハビリテーションを開始することを可能とする観点から、介護支援専門員が居宅サー
ビス計画に通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションを位置付ける際に意見を求めることとされている
「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化する。【通知改正】

【居宅介護支援、介護予防支援、（訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★）】

算定要件等

○ 居宅介護支援等の具体的取扱方針に以下の規定を追加する（居宅介護支援の例）※赤字が追記部分

＜指定居宅介護支援の具体的取扱方針＞
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等については、主治の医師等がその必要性を認めたものに限ら

れるものであることから、介護支援専門員は、これらの医療サービスを居宅サービス計画に位置付ける場合にあって
は主治の医師等の指示があることを確認しなければならない。
このため,利用者がこれらの医療サービスを希望している場合その他必要な場合には、介護支援専門員は、あらかじ

め、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めるとともに、主治の医師等とのより円滑な連携に資するよう、当
該意見を踏まえて作成した居宅サービス計画については,意見を求めた主治の医師等に交付しなければならない。なお、
交付の方法については、対面のほか、郵送やメール等によることも差し支えない。
また、ここで意見を求める「主治の医師等」については、要介護認定の申請のために主治医意見書を記載した医師

に限定されないことに留意すること。

特に、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションについては、医療機関からの
退院患者において、退院後のリハビリテーションの早期開始を推進する観点から、入院中
の医療機関の医師による意見を踏まえて、速やかに医療サービスを含む居宅サービス計画
を作成することが望ましい。（後略） 57



 １．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他
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３.（２）① テレワークの取扱い （全サービス）

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理
していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的
な考え方を示す。【通知改正】

【全サービス（居宅療養管理指導★を除く。）】



３.（２）① テレワークの取扱い （全サービス）

概要

○ 人員配置基準等で具体的な必要数を定めて配置を求めている職種のテレワークに関して、個人情報を適切に管理
していること、利用者の処遇に支障が生じないこと等を前提に、取扱いの明確化を行い、職種や業務ごとに具体的
な考え方を示す。【通知改正】

【全サービス（居宅療養管理指導★を除く。）】

介護保険最新情報

Vol.1237
令和６年３月29日

全13ページ

001238515.pdf (mhlw.go.jp)

◆「テレワークの適切な導入及び
実施の推進のための ガイドライン」

（パンフレット） 

https://www.mhlw.go.jp/conten

t/000828987.pdf

◆「テレワーク相談センター」

https://telework.mhlw.

go.jp/info/map/

https://www.mhlw.go.jp/content/001238515.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000828987.pdf
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/


【居宅介護支援】

３.（３）⑭ 公正中立性の確保のための取組の見直し

概要

○ 事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、理解を得ることを居宅介護支援事業者
の努力義務とする。【省令改正】
ア 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各
サービスの割合

イ 前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与の各
サービスにおける、同一事業者によって提供されたものの割合

基準

＜現行＞
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の

提供の開始に際し、あらかじめ、前６月間に当該指
定居宅介護支援事業所において作成された居宅サー
ビス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉
用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護
等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サー
ビス計画の数が占める割合、前６月間に当該指定居
宅介護支援事業所において作成された居宅サービス
計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち
に同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着
型サービス事業者によって提供されたものが占める
割合等につき説明を行い、理解を得なければならな
い。

＜改定後＞
指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提

供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に
対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所におい
て作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介
護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護
（以下「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付け
られた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月間
に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居
宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回
数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地
域密着型サービス事業者によって提供されたものが占
める割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなけ
ればならない。
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（406単位）

（410単位）

【居宅介護支援】

３.（３）⑮ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）

概要

○ 居宅介護支援事業所を取り巻く環境の変化を踏まえ、ケアマネジメントの質を確保しつつ、業務効率化を進め人
材を有効活用するため、居宅介護支援費について、以下の見直しを行う。【告示改正】

ア 居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「40 未満」を「45未満」に改めるとともに、
居宅介護支援費（Ⅰ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「40 以上 60 未満」を「45 以上 60 未満」に改める。

イ 居宅介護支援費（Ⅱ）の要件について、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ、事務職員を配置して

いる場合に改めるとともに、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅰ）の取扱件数について、現行の「45 未満」を「50 
未満」に改め、居宅介護支援費（Ⅱ）（ⅱ）の取扱件数について、現行の「45 以上 60 未満」から「50 以上 60 
未満」に改める。

ウ 居宅介護支援費の算定に当たっての取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数につ

いては、３分の１を乗じて件数に加えることとする。

45件

居宅介護支援費ⅰ
居宅介護
支援費ⅱ

40件 60件

（677単位）

（1,411単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

例：要介護３･４･５の場合

【現行】

居宅介護支援費ⅲ

居宅介護支援費ⅰ 居宅介護
支援費ⅱ

（683単位）

一定の条件を満たした場合
⇒

居宅介護支援費ⅲ

（1,398単位）

45件 50件

【改定後】

60件

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ICT機器の活用または

事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を

受ける利用者数の取扱件数

２分の１換算

居宅介護支援費（Ⅱ）の算定要件

ケアプランデータ連携システ

ムの活用及び事務職員の配置

指定介護予防支援の提供を

受ける利用者数の取扱件数

３分の１換算
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３.（３）⑯ 介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）

概要

○ 基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援事業所ごとに１以上の員数の常勤の介
護支援専門員を置くことが必要となる人員基準について、以下の見直しを行う。【省令改正】

ア 原則 、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗じた数を加えた数が44又はその端数を増すごとに１とする 。
イ 指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、居宅サービス計画に係るデータを電子

的に送受信するための公益社団法人国民健康保険中央会のシステム（ケアプランデータ連携システム）を活
用し、かつ、事務職員を配置している場合においては、要介護者の数に要支援者の数に３分の１を乗
じた数を加えた数が49又はその端数を増すごとに１とする

基準

介護支援専門員の員数

【居宅介護支援】

＜現行＞

利用者の数が35又はその端数を増すごとに１とする。

＜改定後＞

・ 利用者の数（指定介護予防支援を行う場合に
あっては、当該事業所における指定居宅介護
支援の利用者の数に当該事業所における指定
介護予防支援の利用者の数に３分の１を乗じ
た数を加えた数。）が44又はその端数を増すご
とに一とする。

・ 指定居宅介護支援事業所が、ケアプラン
データ連携システムを利用し、かつ、事務職
員を配置している場合は、利用者の数が49又
はその端数を増すごとに一とする。
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68

⑿ 管理者の責務（新設）

指定居宅介護支援事業所の管理者は、介護保険法の基本理念を踏まえた利用者本位の

指定居宅介護支援の提供を行うため、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

等の管理、利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握等を一元的に行うとともに、

職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う必要がある。また、

管理者は、日頃から業務が適正に執行されているか把握するとともに、従業者の資質

向上や健康管理等、ワーク・ライフ・バランスの取れた働きやすい職場環境を醸成し

ていくことが重要である。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について
（平成11年７月29日老企第22号））

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

３ 運営に関する基準 

管理者の責務を新たに新設し取扱い件数の増加により過重労働等によって、介護支援

専門員の職場環境を悪化させてはならない！



１．地域包括ケアシステムの深化・推進

２．自立支援・重度化防止に向けた対応

３．良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

４．制度の安定性・持続可能性の確保

５．その他



【居宅介護支援】

４.（１）⑧ 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント

概要

○ 介護報酬が業務に要する手間・コストを評価するものであることを踏まえ、利用者が居宅介護支援事
業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に入居している場合や、複数の利用者が同一の建物に入
居している場合には、介護支援専門員の業務の実態を踏まえた評価となるよう見直しを行う。【告示改正】

単位数

＜現行＞ ＜改定後＞

なし 同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
所定単位数の95％を算定（新設）

算定要件等

対象となる利用者
・ 指定居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地内の建物又は
指定居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者

・ 指定居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住す
る建物（上記を除く。）に居住する利用者
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